「負動産」処分の考え方

はじめに
「負動産」とは

負動産＝持っているだけで負担が大きい不動産
資産価値 ＜ 維持費・管理負担
固定資産税、管理費用、修繕費が継続的に発生
管理不十分による事故・法的責任のリスク
相続で次世代に負担が移る
最近は「相続でいらない土地をもらって困る」ケースが増加
背景に人口減少・地価下落エリア拡大・所有者不明土地問題がある　等


１．相続により取得した土地には、「相続土地国庫帰属法」が使えるかも…
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
　※主な情報はこちらから取ってください

１）制度の概要
令和５年４月２７日スタート
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

制度開始前に相続した物件もOK
登記簿を確認して、「相続」「遺贈」が所有権移転登記の原因になっているかチェック！

２）流れと期間　※参照　手続きのフロー
　　承認申請　⇒　法務局による審査・承認　⇒　負担金の納付　⇒　国庫帰属
　　1年程度はかかる

３）引き取ることができない土地
　　却下要件(そもそも申請ができない)　例示
　　不承認要件(審査の段階で該当すると判断されると不承認になる土地)　例示

４）コスト
　　審査手数料　土地一筆当たり14,000円
負担金　約20万円
承認されれば、10年分の土地管理費に相当する負担金の納付を求められます。負担金の額は土地一筆あたり20万円が基本です。ただし、隣接する土地が同じ種目であれば、2筆以上でも20万円で済みます。
　　司法書士に頼む場合には、別途手数料　

５）その他
・地目は問わない(「畑」「田」でもOK)

２．相続土地国庫帰属法が使えない土地の処分について

１）心理的フロー
　　↓①売りに出せばそれなりの金額がつく　⇒　そもそも悩まない
　　　②とにかく安くてもよいから買い取ってほしい
　　　③ただでも良いのでもらってほしい
　　　④お金を払ってでも良いから処分をしたい　　
※次世代に負担を残さないために、最近はここまで考えている方もいる

　２）「負動産」を持ち続けることのリスク
　　　①固定資産税や管理費(特にマンション、リゾート系物件等)がかかり続ける
　　　②管理責任
　　　　建物　台風等で屋根が飛んで誰かを(何かを)傷つけたら？
　　　　土地　土地が崩れて誰かが生き埋めになってしまったら？
　　　③相続登記義務化により、登記をしないと過料

　　　⇒これらの責任は、(今の法律では)未来永劫、先々の子孫まで引き継がれる
　　　　名義が変わっているかどうか、は関係ない
　　　　(名義が変わっていないばあには、法定相続人が共有している、と考えられる)

　３）手段
　　　①不動産業者に仲介(買取)を頼む
　　　②マッチングサイトを利用する
　　　　サイト例
③近隣の人にあたってみる
　　　④有償買取業者への相談
　　　　業者例
　　　　有償買取の仕組み
　　　　　売買代金1000円もらって売買とするが、代わりに十年分の管理料や調査費用などの名目で、それ以上の金銭を支払う。登記費用も売主持ち。

　４）注意点
　　　①詐欺業者に注意。
先行して費用の支払を要求されたり、別物件の購入と引き換えに引きとる…等
　　②地目が「畑」「田」の場合には、農業委員会の許可・届出が必要になり、要件を満たしていない場合には処分ができないことも。
　　③近隣の人との取引(不動産業者を入れない場合)には、「契約不適合責任」に注意する。


